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1問 題の所在

契約 にお け る紛 争 を解決 す るた めに、多 くの場 合 、 契約 の解 釈 に よる内容 の

確 定 が不 可欠 の ス テ ップ とな る こ とは い うまで もな い。 そ の契約 の解 釈 に は、

契 約 の成 否、債 務 内容 の確定 、 契約 の法 性 決定 等 それ ぞれ につ いて の判 断 の 問
1)

題が含 まれてお り、それゆえ契約の成立か ら消滅 にいたるまで、あらゆる局面

において当事者間の権利関係 に影響を与える重要な判断がこの過程 においてな

されるのである。 しか し、わが国の民法には契約の解釈方法について特に明文
z)

の規 定 はおか れて お らず、契 約 の解釈 が いか に行 われ るべ きか は判 例 ・学 説 に

ゆだ ね られて い る。 そのた め、 これ まで 主 として契約 の解釈 方 法 につ いて様 々

な議 論 が な されて きた ので はあ るが 、 こ う した議 論 に際 して、 解釈 の対象 とさ
3}

れ るべ き もの の範 囲 につ いて は特 に意識 されて きた様 子 はな い。契 約 自由 の原

則 の一 内容 と して の方 式の 自由が認 め られ て い るので あ るか ら、一 部 の例 外 を

除 いて、 契約 は書 面 に よ る必 要 はな く口頭 に よる もの で も有 効 に成 立 し うる と

い うのが共通 の理解 で あ り、 したが って、 口頭 に よる契 約 で は当 該 口頭 の表 示
4)

が契約 内容 をなす もの として解釈 の対象 にな るので あ る。 また、 理 論 上 は、 契
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約書が存在する場合でも、同時に契約書以外の口頭の表示があれば、それ も契
5)

約内容をなすもの として解釈の対象 とされてよいはずである。

これ まで契約の解釈の問題を考える際に、その対象 となるものは、漠然 と当

事者の表示であることが前提 とされてきた。 しかしなが ら、現実に契約の解釈

が法廷の場で問題 とされ るときには、必ず しもこのような前提に基づいて解釈

がなされていないのではないであろうか。訴訟 において契約書が存在 している

場合には、まず、当該契約書が真正に成立 した ものか どうかが問題 とな り、そ

れが真正に成立 したもの と認められれば、当該契約書の作成者が処分証書たる
rり の の 　 　 　 　 　 　 ラ

その契約 書 に よって契約 を締結 した こ とが認 め られ る こ とにな る。 したが って、

も し契 約 内容 に関 して紛 争 が生 じた場合 に、 紛争 解決 の第一 段 階 として契 約 内

容 を確 定 す るた め には、 当事 者 に よ る表 示行為 として の契約 書 の記載 事項 が そ

の解釈 の対 象 とい う こ とにな るだ ろ う。す な わち、 そ こに記 載 され た契約 条項

を解釈 して 意味 を確 定 す る こ とが契 約 内容 の確 定 とい う こ とにな るので あ る。

その 際、 上述 の ように、 契約 書 外 において な され た表示 も契 約 内容 を構成 す る

もの と考 え、契 約書 の文 言 と とも に契約 内容 を確 定 す るた め に解 釈 の対象 とさ

れて よい と思 われ るが、 実 際 に は それ が困難 で あ る と考 え られ て い る よ うで あ
7)

る。現 実 の裁判 にお いて は、 その よ うな表示 は、契約 内容 を構 成 す る合意 とし

て扱 われ るので はな く、契約 の成 立 を阻害 す る要 因 と して の錯誤 等 を判 断す る
8)

た めの資 料 と して考 慮 され る こ とが多 い ので はな いだ ろ うか。

前述 した 契約 の一 般原 則 に も関 わ らず、 なぜ 、実務 におい て は契約 書外 の表

示 が この よ うに扱 われ るので あ ろ うか 。 その理 由 につ いて は、 上 に述 べ た よ う

に処分 証 書 として の契約 書 の、 訴訟 にお け る取 り扱 いな どが考 え られ るが、 い

ずれ にせ よ、 その よ うな慣行 が あ る とすれ ば、 それ は取 引の相 手方 の信頼 を著

し く害 す る結果 を生 む こ とにな らな いだ ろ うか。 と りわ け、消 費者 取 引 な どに

お いて は販 売員 が勧 誘 の際 に行 う説 明 やパ ンフ レッ トな どの広 告類 に記載 され

た 内容 と、 契約 書 の記載 内容 とが 完全 には____,致して お らず 、消 費者 の抱 いた期

待 が 裏切 られ た こ とに対 す る苦 情 が しぼ しぼ見 られ るので あって、 この よ うな

場 合 に契 約 内容 を契 約書 の記載 内容 に限定 し、 あ とは消費者 の救済 を もっ ぱ ら
g}

錯 誤 法理 等 に ゆだ ね る とい うので は不 十分 だ とはい え まいか。 これ は一 般市 民

の感 覚 と法 律 との乖離 を示 す___.つの問題 で もあ り、 この よ うな状況 が望 ま しい
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ものとは思われないのである。そのような市民の常識 と法 とのギャップを埋め

る方向で、契約締結に至る過程において表示されたことと契約書 との関係を再

検討 し、明確 にしてお くことが必要であろう。その際に、契約法の一般 理論 と

して、契約書外の表示を契約の効力を否定するための判断要素 としてだけでは

な く、契約内容を構成するもの として位置づけることによって相手方保護を模

索することも、従来の効力否定型の救済手段 とともに、もっと考慮されてよい

のではないだろうか。

ところで、契約書の内容が一方当事者の認識 していたものと異なる場合は二

つに大別できる。それは、問題 となる事項に適用 されるべき契約条項が契約書

中(約 款を含 めて)に 記載されている場合 と、そうでない場合 とである。考慮

されるべき契約条項が存在 している場合はさらにまた、一方当事者が当該条項

の存在について認識 していない場合にその効力を認めるべきか という問題 と、

契約締結過程において表示された事柄 と当該条項の内容 とが食い違っている場

合にどちらが優先すべきかという問題に分けることができる。 このうち前者の

問題 はこれまで約款論において中心的に論 じられてきたものであ り、一方の当

事者 に何の説明もなかった契約条項が約款中にあり、約款を用意 した当事者が

それを援用 して自己に有利な紛争解決を図る、 という場合であって、この場合

には当該条項が約款作成者側に一方的に有利なものであることが多 く、条項内

容自体の正当性 も問題 となるが、当該条項を相手方が認識 していないにも関わ

らず、契約上の拘束力を認めてよいのか、認めるとすればその根拠はどこに求
ヨの

め られ るべ きか、 とい う形 で議 論 されて きた。 これ に対 して、後者 の ケー スは、

契約締 結 過程 に おいて一 方 当事者 が表 示 した 内容 が契 約書 中 の条項 と異 な る場

合 で あ る。 た とえぼ、 それが 契約 の 目的物 あ るい は 目的 とな る役 務 等 に関 す る

重要事 項 で あれ ば、消費者 契約 において は不 実告 知 として扱 われ る こ とにな り、

消費者 は契約 を取 り消す こ とが で き るが(消 契4条1項)、 この よ うな解 決 は、

契 約書 に記載 され た条 項 が契約 内容 で あ り、 それ と異 な る説 明等 の表 示 は 「事

実 と異 な る」 こ とを表 示 した こ とにな る とい う理解 を前提 として い る もの と思

われ る。 はた して その よ うな理解 が妥 当 か どうか、 す なわ ち一 方 当事者 が認識

して い なか った条項 が契約 内容 で あって、 他方 の 口頭 の説 明 等 に よ り相 手 方 も

認 識 して い た事 柄 が契 約 内容 とな らない とい うの は常識 的 な感覚 か らは理 解 し
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が た いの で は ないか、 とい う疑 問が残 る。 つ ま り、契約 書 外 の表示 が 契約書 に

記載 され た条項 を変更 し うるか、 とい う問題 で あ る。

また、 も う一方 の、契約 書 外 で表 示 され た事 項 につ い て契約書 に記載 が ない

場合 に は、契 約 内容 が その契 約書 に記載 され た 内容 に限定 され るのか 、 口頭 の

合 意 そ の他 に よって契約書 に別 の債務 を付加 し うるのか、 とい う こ とが 問題 と

な る。 これ は、契約 書 に記載 され た 内容 だ けが契約 内容 を構 成 す る とい う理解
11)

にた て ぼ、契 約 の補 充 的解釈 の問題 とい うこ とに な る。 す なわ ち、 この場 合 に

も、契 約 書外 の表示 を契 約解 釈 の一 資料 と して考 慮 す る方 向 と補 充 は任 意 規定

によ る もの として、全 く考 慮 しない方 向 とが あ りうる し、 「補 充」 と してで はな

く、 契約書 外 の表示 も契 約 内容 を構成 す るもの として とらえ る こ とも考 え られ

るの で あ って、 いず れ に しろ、 その表示 の位 置づ けが 問題 とな るで あ ろ う。

本 稿 で は、 これ らの 問題 の うち、 特 に第一 の 問題 につ いて はすで に約款 論 に

お いて か な り議 論 され て きて い るので、 主 として これ を除 いた二 つ の問題 、 す

な わ ち、 当事者 が契 約締 結過 程 にお いて表示 した ところ と異 な る内容 の契約条

項 が 契約 書 に記 載 され て いた場 合 と表示 に対応 す る事 項 につ い て の契 約条 項 が

存 在 しなか った場 合 とを念頭 に置 い て、 それ らの表示 が どの よ うに扱 われ るべ

きか を検討 す るこ とに した い。 その際、ParolEvidenceRuleと い う準則 を有

す る とされ るイギ リス法 を参 照 し、 参考 にす る。ParolEvidenceRuleは よ く

知 られ る よ うに、契 約書(文 書)が あ る場合 に は契約 書 外 の証 拠 に よって契約

内容 に付加 、変更 、削 除 をな しえな い とす る準則 で あ るが、後 に述 べ るよ うに、

イ ギ リス に おいて は この準 則 に対 して か な り広範 な例 外 が認 め られ て い て、 む

しろその廃 止 が検討 され、 あ るい は準則 の存 在 自体 に疑 いが もたれ て い るので

あ る。 したが って 、本稿 の 目的か らす る と、 この例 外 が いか な る場合 に認 め ら

れ るのか、 また、 それ が どの よ うな理論 に よ るのか とい った点 が わが 国 にお け

る上 述 の 問題 を考察 す るにあた り参照 す るに値 す る と考 え られ るので あ り、 ま

ず、 以 下 で は その点 に注意 しつつ 、 イ ギ リス にお け る この準則 の 内容 と例 外 と

を概 観 す る こ とに した い。
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1イ ギ リス 法 に お け るParoiEvidenceRuleと そ の 例 外

1ProsEvidenceRuleの 意 義

(1)ParolEvidenceRuleの 趣 旨 お よ び 適 用 対 象
12}

ParolEvidenceRuleは わ が 国 にお い て 一 般 に 「口頭 証 拠 の法 則 」 とか 「口
13}

頭 証i拠排 除 ル ー ル 」 な ど と訳 され て い る。 確 か にParolEvidenceRuleと い う

英 語 の訳 と して は そ うい う こ とに な るが 、 この 準 則 の 内容 は、 契 約 書 に 限 らず 、

他 の 文 書 の 解 釈 に 際 して も当 該 文 書 以 外 の一 切 の証 拠 提 出 を認 め な い とい う も

の で あ るの で 、 「外 部 的 証 拠 方 法 の排 除 」(exclusionofextrinsicevidence)
　ラ

な ど と とい われ る こ ともあ る。本 稿 にお いて は 当該 準則 の趣 旨か ら 「文 書 外証

拠 排 除準則 ゴ と訳 す こ とにす る。

この文書外証拠 排除準則 についての、判例 にお け る代表 的 な表現 の一 つ は 「口

頭 の証 言 は、書 面 に よる契約 の条 項 、 す なわ ち両 当事者 が そ の契約 の いず れか

の部 分 を記 録 す る こ とに意識 的 に合 意 した ところの条 項 を否 認 し、変 更 し、 そ

こに付加 し、 あ るい は取 り除 くた め には、受 け容 れ られ ない」 とい うもの で あ
I5}

る。 こ こで は契 約 のみ が対象 とされ て い るが 、上 述 の とお りこの準 則 の 適用 対

象 は契 約書 だ けで な く、 裁判 記録 や仲 裁 人 の裁定 書 、為 替手 形 、約 束 手形 、船
16)

荷証 券 、遺 言書 な どに も適 用 が あ る とされ て い る。 また、排 除 され るの は 口頭

で述 べ られた こ とが らにつ いて の証拠 に限 らず、他 の メモや 記録 な どの文 書 類

の証 拠 も一 定 の例 外 を除 き、 その提 出 は認 め られ ない。 以下 、本 稿 で は契約 書
17}

の み を問題 とす るが、本 準則 自体 は この よ うに広 い適用範 囲 を もっ もので あ る。
18)

② 沿革

ウィグモアによ如 ま＼文書外証拠排除準則は17世 紀後半に確立 した とされて

い るが、 それ まで の過程 は大 き く3期 に分 け られ てい る。す な わ ち、 初 期 ゲル

マ ン法 の時代 か ら1200年 代 にお け る印章 の普及 まで、 その後 、 イ ング ラン ドに

お け る1677年 の詐欺 防止法制 定 まで、 さ らに同法 制定後 か ら現代 にお け る同準

則 の承 認 まで、 で あ る。

まず、 ゲ ル マ ン人 が ヨー ロ ッパ 西部 お よび南 部 に侵 略 して い った 当時 、 その

法 シス テ ムで は取 引行 為 に書面 を用 い るこ とはな く、 もっ ぱ ら、形 式 的 な 口頭

の取 引が行 われ て いた。 その後 、 ローマ の取 引慣 行 の影 響 に よ り、 取 引 に書面
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を用 い る とい うこ ともy部 で行 わ れた が、 ゲル マ ンの シス テム にお け る書面 の

意味 は、せ いぜ い、譲 渡 され る土地 の象徴 として、離 れ た場所 で も正 式 な土地

の引渡 を可 能 にす る とい う こ とや将 来 のた め に証 人 の名前 を記録 す る とい った

こ とにす ぎず 、 その書面 に記 され た 内容 を証 明 す るた め には証 人 の証 言が 必要

で あ った。

その後 、1000年 代 に印章 を使 用 す る慣 行が徐 々 に普 及 し始 め、書 面 に 自 らの

印影 を付 した場 合 に は、 その書 面 に記 載 され た文言 を争 う こ とがで きない とい

う観 念 が 生 じた 。 その結果 、書 面 に捺 印 されて い る場 合 に は、証 人 に よる書面

の内容 の証 明 は行 われ な くな り、1200年 代 を通 じて 印章 の使用 が 一般 的 に普及

す るに至 って、1300年 代 中に は、証 人 の証言 に よ る書面 内容 の証 明が徐 々 に消

滅 して い った。 しか し、 ア ング ロ ・ノル マ ンの時代 に は、一 般 の人 々 の間 で は

文 字 が普及 して い なか った た め、 主要 な取 引で あ る土地 取 引 は 口頭 の形 式 で行

われ 、捺 印証 書 は取 引 その もの で はな く、証拠 として の効 力 を有 す るにす ぎな

か っ た 。っ ま り、土 地 取 引 に とっ て重要 な要 素 は依 然 と して土 地 占有 の 引渡

(liveryofseisin)だ ったので あ り、捺 印証書 は必要 な付属 物 とされて はいたが、

取 引 自体 は捺 印証 書 とは別 に行 われ る もの とされ て いた ので あ る。

捺 印証 書 の記載 内容 が争 い得 な い とい う効果 を支 えて いた の は、 当初 、 自 ら

捺 印 した証書 の記載 事項 を証 人 の証 言 に よって覆 す こ とはで きな い とい う禁反
I9)

言 の理 論 で あった。 これ と並 んで後 の理論 的展 開 に重要 な役 割 を果 た した のが、

あ る性質 の取 引行為 は、 それ に劣 後 す る性 質 を有 す るいか な る もの に よって も

覆 す こ とはで きない とい う理 論 で あ った。つ ま り、書 面 の信頼 性 が尊重 され る

よ うにな り、 これ よ り不確 か な 口頭 の証 拠 は書 面 に劣 後 す る もの と考 え られ た

ので、 もはや口頭の証拠によっては捺印証書による契約内容を覆 し得な い とさ
20)

れ た ので あ る。 この理論 に よ りさ らに捺 印証 書 の効 力 は強化 され 、捺 印証 書 に

よって、証 書作 成 に至 る まで の取 引行為 が 消滅 す る とい う観念 へ と展 開 して い

くこ とにな った。 す なわ ち、 口頭 で行 われ た取 引 の効 力 は、捺 印証書 を作 成 す
　

る こ とに よって そ こに吸収 され て消滅 す る と考 え られ るよ うにな った ので あ る。

こ こに いた って、捺 印証 書 は単 に取 引行 為 を証 明す るもので はな く、取 引行為

その もので あ る と観念 され るよ うにな るので あ る。 この よ うな観 念 は、1400年

代 を通 じて、取 引 を証 明す るもの としての捺 印証 書 とい う観念 と併 存 しなが ら、
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徐 々 に支 配 的 な地 位 を占 めて い った とされて い る。

この理論 は1500年 代 にお いて は、 あ くまで捺 印証書 にの み適用 され るにす ぎ

なか ったが、1600年 代後 半 にお け る詐欺 防止法(theStatuteofFrauds,1677)

の 出現 に よって さ らな る展 開 を見せ るこ とに なった。 すで に この時代 まで には、

不動産 に関 す るすべ ての取 引 につ いて捺 印証 書 の内容 に関 す る不 可 争性 の準則

が確 立 して お り、 また、社 会 的 に は識字 率 の 向上 や債務 証 書 に関す る商 慣 習 、

裁判 官 に よる陪審 の厳 格 な統制 、書 面 へ の信 頼 を尊重 す る一般 的方 針 な ど、文

書外証 拠 排 除準則 確 立へ の基盤 はで きあが って いた ので あ る。詐 欺 お よび偽証

防止 法 に おい て は不 動産 の取 引が捺 印証 書 また は書 面 に よ りな され るべ き こ と

が規 定 され 、 その よ うな形 式 を とらな い取 引 は完全 に無効 で あ る とされ た。 こ

れ に よ り、不 動産 取 引が証 書 に よって証 明 され るの で は な く、証 書 が取 引 を構

成 す る こ と、 お よび その証 書 が捺 印証書 で あ る必 要 は な く、 通常 の書 面 で よい
22)

こ ととな った。 これ らの規 定 の適用 範 囲 は限定 され て いたが 、 そ の影 響 は広範

に及 び、 詐欺 防止法 は、 口頭 の証拠 に関 す るあ らゆ る問題 にお い て一般 的 な原

理 を示 す もの と考 え られ るよ うになった。 その結 果、 同法 が 適用 され な い多 く

の取 引に おい て も当事者 が任 意 に書 面 を作 成 し、 それが契 約 を証 明 す る もので
23)

はな く、契約を構成するものとして扱われ るようになった とされる。か くして

17世 紀末期以降、若干の古い理論の名残はあったものの、その後に文書外証拠

排除準則 とされるものが確立されていったのである。

(3)現 在の文書外証拠排除準則

①以上のような経緯で成立 した文書外証拠排除準則はしぼしぼ判例 において
24)

明確 に定 立 され た法 準則 で あ るこ とが述 べ られ て きたが 、実 はその 内容 が 一 義

的で あ る とは言 い難 く、現在 で は い くつか の異 な る意 味 で用 い られ て い る と考

え られ る。法律委 員会(LawCommission)は1986年 に、 その10年 前 の同委
25}

員会 の ワー キ ングペーパ ー を うけて、本 準則 の廃 止 を検 討 す る報 告書 を公 表 し
26)

て い るが、 その ワー キ ングペ ーパ ー の中で、ParolEvidenceRuleと して言及

され る準 則 の 内容 を三つ に分類 して い る。 それ は、 取 引行 為 が書面 に記 録 され

た場合 に は、 まず、(a)その条項 につ いて の他 の証拠 、 す な わち書 面 につ い ての

二 次 的 な証 拠 の提 出が認 め られ な い、 とい うもので あ る。 これ は証 拠 法 上 の準

則 で あ り、 いわ ゆ る 「最 良証拠 準則 」(BestEvidenceRule)と して知 られ て
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27)

い る。次 に、 ㈲ 前述 の よ うに、契約 書 記載 の条項 に対 す る付加 、変 更、 削除 を

目的 とす る、 当該 契約 書外 の条 項 につ いて の証 拠 の提 出が 認 め られ ない とい う

もの で あ り、ParolEvidenceRuleは この意味 において 同報 告書 によ り検 討 の

対象 とされ た。 さ らに、(c喫 約 書 に記載 され た条 項 の意 味 につ いて、契 約書 作

成 者 の意 図 した ところを示 す、契約 書 外 の証拠 の提 出 を認 めな い とい う趣 旨で
28)

この準則が述べ られることがある。わが国においては契約の狭義の解釈 とされ

ている問題である。本稿の主題 との関連で問題 となるのは㈲の意味での準則で

あり、文書外証拠排除準則 という場合はこの趣旨の準則を指すもの とする。

②文書外証拠排除準則は、その歴史的経緯から見てわかるように、口頭の証

拠に対する書面による証拠の優越性 と、一定の契約類型における成立要件 とし

ての書面の要求の他の契約類型への類推 とがその理論的根拠 となって成立して

いる。 しか し、書面による証拠の優越性については、すでに19世 紀中に口頭の
29)

証拠 が制 定法 に よ り認 め られて お り、 また、 契約成 立 要件 としての書面 の要 求

とい う点 につ いて は、 それ が要件 とされ る特 定 の契約 類型 にお いて のみ 問題 と

され るべ き もので あ って、 それ 以外 の契約 類型 にお いて は必 ず しもその よ うな
30}

類推がなされるべ き理由は存在 しない。 したがって、現在では同準則の根拠は、

契約当事者が当該書面に記載 された契約条項を契約内容のすべてであると意図

しているという、当事者意思の推定であると考えられるようになっている。す

なわち、契約締結前の交渉を経て、最終的に契約内容 とすべ き事柄をすべて契

約書 に記載 し、両当事者が契約を締結 した ということである以上、もはやその
31)

交渉 の 内容 は契約 内容 に影響 を与 えない とい う こ とで あ る。 これ は前述 した吸

収 の 法理(doctrineofmerger)の 考 え方 で あ り、契 約 内容 の確実 性 を増 し、
32)

訴訟 指揮 に お け る時間 の節約 に な る と考 え られ て い る。

しか し、 こ うした当事 者意 思 の推 定が根 拠 とい う こ とにな る と、 実際 に は契

約 書 の記 載 内容 が 当事者 の意思 に反 す る可能 性 が あ るので あ るか ら、 その 点 に

つ いて の 口頭 の証拠 に よ る立 証 を排 除 すべ き理 由 は乏 しい こ とにな り、 結局 多

くの例 外 を認 め ざ るを得 な くな った ので あ る。 多 くの例 外 が認 め られ た結果 、

はた してParo1EvidenceRuleが 法準則 とい い うるのか どうか、今 日で はその

評価 が分 かれ て い る。 以下 で は、 その例 外 な い し適用 対 象 外 とされ る場 合 につ

い て概観 し、 その後 に改 めて 同準則 の評価 を見 る こ とに しよ う。
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2ParolEvidenceRuleの 「例 外 」

一般 的 に、契 約法 の教 科書 な どにおい て は、 文書 外証 拠 排 除準 則 の例 外 あ る
33)

い は適用 範 囲外 とされ るもの として い くっ か の項 目が列 挙 され て い る。 これ ら

例 外 とされ てい る もの は、 二種類 に大 別 す る こ とがで き る。 一つ は契 約 自体 の

効 力 の存否 を左 右 す る事 項 につい て の外 部 的証 拠 の提 出 で あ り、 も う一 つ は契

約 内容 の確 定 に関す る もので、 付随的契約(collateralcontract)力 雪あ る場 合、

契 約 の0部 が書 面 に よ り、一 部 が 口頭 の合意 によ る場合 、 さ らに慣 習 に よる契

約 内容 の補 充 の場合 にお け る、 これ らを立証 す るた めの証 拠 の提 出 で あ る。 こ

の うち前者 は、 そ もそ も本 準則 が契約 内容 について 契約書 外 の証拠 に よ る付加 、

変更 、 削 除 を認 めな い とい うもの で あ るか ら、 その適用 対 象外 で あ る と考 え る

方 が妥 当 で あ ろ う。 また、後者 につ いて も、本 準則 を法準則 と して認 め ない立
34)

場 か らは例 外 として は位 置づ け られて い ない。 い ずれ にせ よ、後 者 の場 合 にお

いて、 契約 書外 の証 拠 の提 出 を認 め る結果 、本 準則 の意 味 その もの が問 われ る

こ とにな って お り、本 準則 の理解 に とって は後 者の 「例外 」が重要 な意 味 を もっ

てい る。

以下 で は、 これ ら二種類 の 「例 外 」 の うち、 前者 の場 合 を一 瞥 した上 で、後

者 の場合 につ いて少 し詳 し く見 て い くこ とにす る。

(1)契 約 の効 力 の存否 を左 右 す る事 項 の 立証 にお け る文書 外 証拠 の認 容

この よ うな場合 として、書 面 に よ り契約 が締 結 され て い るが、 その効 力 が 口
35)36)37)38)

頭で合意された停止条件に服せ しめられている場合、錯誤、詐欺、不実表示ある
3g}

いは契約 目的の違法性 を立証 して契約 の効 力 を否 定 しよ う とす る場合 、nonest
40)

factumの 抗 弁 をす る場 合、契約 書 に署名 した当事者 が代理 人で あ るこ とを立証
41)

する場合、書面による契約内容が後に当事者の合意で変更 された り、取 り消さ
42)43)

れた場合、約因の存否あるいは変更を立証する場合、契約の真の性質を立証す
む 　う

る場合 な どが これ まで認 め られて きて い る。上 述 の とお り、 これ は文書 外 証 拠

排 除準 則 の 「例 外 」 とす る よ りは、適用 対 象外 とされ るべ き場 合 で あ る。 これ

らの事 項 が適用 対 象外 とされ る こ とは、 本 準則 が 契約 内容 にっ い ての契 約 書 外

の証拠 に よ る立証 に関す る もので あ る こ とを確 認 し、 明確 化 す る意 味 を有 す る

にす ぎない。
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(2>契 約 内容 の確 定 にお け る文書 外証 拠 の認 容

契 約 内容 に関 す る事 項 につ い て の文書 外 証拠 排 除準則 適用 の例 外 も、通 常 は

上 に述 べ た契約 の効 力 の存否 を左 右 す る事 項 と区別 され る こ とな く並べ られて

い る こ とが多 いが、後 者 に本 準則 が適 用 され な いの はそ の趣 旨か らして当然 で

あ るの に対 して 、前者 、 と りわ け付 随 的契約 な い し0部 書面 ・一部 口頭 に よ る

契 約 とい う構 成 を認 めて それ を 「例 外」 とす る こ とは、本 準則 の意 義 その もの

に関 わ って くる重要 な問題 で あ る こ とは前述 の とお りで あ る。 したが って、 こ

こで は契約 内容 に関 す る事項 の うち、 まず比較 的 に重要 性 の高 くな い慣 習 につ

いて述 べ 、次 にい わ ゆ る 「例 外 」 として は最 も重要 で あ る と考 え られ る付 随的

契約 お よび一 部書 面 ・一部 口頭 に よ る契約構成 につい て見 て い くこ とに しよ う。

① 慣 習 につ いての 立証

契約 条 項 が な い事 項 に関 す る慣 習が存 在 す る場合 には、 その慣 習 の立 証 に よ
46)

り契約 内容 を補 充す るこ とが認 め られ る。 これ は慣 習 に よる推認 条項(Implied

termsbycustom)と 呼 ばれ る もので、 あ くまで、明 示の契 約条項 と矛盾 しな

い場合 に のみ認 め られ る。

この契 約 内容 の補 充 の場合 とは別 に、 明示 の条項 で用 い られ た文 言 の意 味 の

解 釈 につ いて慣 習 が参 照 され る こ とはあ る。 その文言 が通 常 の意 味 とは異 な る

意味 で用 い られ る慣 習 が あ る場 合 には、 その慣 習 の意 味 に よ り、解 釈 され るこ
47?

と も あ り得 るの で あ る。

② 付 随 的 契 約 お よび 一 部 書 面 ・____.,部口頭 に よ る契 約

(a)文書 外 証 拠 排 除 準 則 の例 外 と して 最 も重 要 な もの は付 随 的 契 約(collateral
481

contract)で あ る。付随 的契約 とは主 た る契約 を締 結 す る こ とを約 因 として な
49)

され る契約 で あ り、主 た る契約 とは独 立 して存在 す る もの とされ る。 これ は、

た とえば、 書面 に よ り契約 が締 結 され る場合 に、 その契約 締結 を約 因 とす る何

らかの 口頭 の合意 が あ る とき、 それ を付随 的契約 と構成 す る こ とに よ り、書面

に よ る主 た る契約締 結 前後 にお いて 当事者 間で述 べ られ た こ とな どをその付 随

的契 約 の証 拠 として提 出 す る こ とが可 能 とな る。付 随 的契約 は、 実 際上、 主 た

る契 約 内容 の付加 ・変 更 の機 能 を果 たす こ とか ら、 この よ うな構成 を用 い る こ

とに よ り、 実質 的 に文 書外 証拠 排 除準則 の適用 を回避 す る こ とが可能 にな るの
5Q}

で あ る。
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この よ うに、付 随 的契約 は契約 書 の内容 を 口頭 の合 意 に よって変 更 す る こ と

を可能 にす る機 能 を有 す る こ とか ら、 当初 は その認 定 を厳 格 に行 うこ とが 求 め

られ る とされ ていた。付随的契約(な い し担保)の 認 定が問題 となったHeilbut,

Symons&Co.v.Buckleton事 件 で は、設 立 された会社 の新 株 引 き受 けの際、

株 式 の ブ ローカ ーが ゴム会 社 と して株式 の勧 誘 を行 った ところ、 その会 社 が ゴ

ム会社 とはい えない とされ、 その表 示が付随 的担保(COllateralWarranty)と

して、 買 主 が担保 違反 の責任 を問 え るかが争 われ た。 この事件 の貴族 院判 決 に

お いて、モ ウル トン卿(LordMoulton)は 、付 随的契約が主 た る契約 の約 因 に

付加 ・変 更 を なす効果 だ けを有す る場合 には、 それが その よ うな 目的 を達 す る

た め に通 常 とられ る手段 とは異 な り、法 律 上疑 わ しいの で あ るか ら、 その よ う

な契 約条 項 の存 在 のみ な らず 、 すべ て の 当事者 にお いて締 約 の意 思(animUS

contrahendi)が 存在 した こ とが明確 に立証 され な けれ ばな らな い 旨を述 べ て
51)

い る。 また、 控訴 院 にお け る他 の事 件 の判決 において は、 契約 書 の条 項 と矛盾
52)

す る内容 の付 随 的契約 は認 め られ ない とされ て いた。 この よ うに、 当初 は、 当

事者 の明確 な締約 の意思 の要 求 と、契約 書 と矛 盾 す る内容 の付 随 的契約 の禁 止

とい う形 で、付随 的契約 の認定 にはかな り慎 重 な態度 が とられて い たの で あ る。

しか し、 そ の後 の判 例 の展 開 において は、 これ らの点 につ い て の慎 重 な態度

は必 ず し も維 持 され て いな い。 まず、後 者 の点 につ いて 、明 示 の条 項 と矛 盾 す

る内容 の付 随的契 約 も認 め られ る よ うにな った と考 え られ る。 た とえ ば、City
53)

ofWestminsterPropertiesLtd.v.Mudd事 件 にお いては、原 告会社 が その所

有 す る ビル の一一階 お よび地 下 室 の賃 借人 で あ る被 告骨 董商 と賃 貸 借 契約 を更新

す るに当た って、 被 告が店舗 と して賃借 して い る に もか か わ らず、 その一 部 に

居 住 して い る こ とを知 った原 告 は、 当該 賃貸 物 件 が営業 用 として のみ用 い られ

るべ き旨の条 項 を賃貸 借契 約書 に挿 入 しよ う とした ところ、被 告 が 難色 を示 し

た ので、原 告代理 人 が契約書 の作成 をすれ ば その条 項 の効 力 を主 張 しな い こ と

を口頭 で約 した とい う事案 で あったが、 原 告 によ る当該条 項 に基 づ く賃 貸 借 契

約 の終 了の請 求 に対 して、 高 等法 院 は この 口頭 の合 意 を付 随 的契 約 として効 力

を認 め、被 告勝 訴 の判 決 を した。 この他 、 船荷証 券 な どに記載 され た包 括 的な
54)

免責条項に反 して、口頭の合意違反の責任を認定 した事件等も見 られる。

他方、付随的合意を認定す るには、すべての当事者の明確な締約の意思が立
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証 され な けれ ば な らな い とい う点 に っ い て も、JEvans&Sons(Portsmouth)

Ltd.v.AndreaMerzarioLtd.事 件 に お い て 、 デ ニ ン グ記 録 長 官(Denning

M.R.)は 、____,.方当 事 者 が約 束 な い し担 保 を相 手 に与 え、 相 手 方 に それ を信 頼 せ

しめ て 契 約 を 締 結 させ よ う と意 図 して い た とき、 相 手 方 が 実 際 に約 束 な い し担

保 を信 頼 して 契 約 を締 結 した の で あ れ ば、 そ の 約 束 が 拘 束 力 を 有 す る 旨 を述 べ
55)

てい る。 そ こで デニ ング記録 長 官』は、Heilbut,Symons&Co.v.Buckleton

事件 にお いて 述 べ られ た もの とは異 な るアプ ローチが 付 随的契 約 につ い て とら

れ る こ とを述 べ てい るので あ る。 デニ ング記録 長官 は、 「締約 の意思 の明確 な立

証 」が あ った場合 に付 随 的契約 の効 力 を認 め るので は な く、一 方 当事者 の与 え

た約 束 に対 す る相 手方 の信頼 お よび その信頼 に基 づ く契約 締結 が あれ ば、 その

約束 に効 力 を認 め る こ とと して い る。 これ らはあ くまで控 訴 院判 決で あ るが、
　

今 日で は この よ うな理 論 に裁判 所 が したが うで あ ろ う とい う見 解 もあ り、 以 前

に見 られ た付 随 的契約 認定 に お け る厳格 さは、実 際 の ところ、緩和 され て い る

よ うで あ る。

(bに の付 随 的契約 とい う理 論構成 に よる他 、契約 の一部 が契 約書 に よ り、他

の一部 が 口頭 の合 意 に よ る とい う理 論構 成 に よって、 同様 に文 書 外証拠 排 除 準
57)

則 適用 回避 とい う結論 に導 くこ ともあ る。 これ は契約 書が 契約 条項 のすべ て を

含 んで い ない とい う認 定 に よ り、 口頭 の合意 も契 約 内容 を構 成 す るもの で あ る

とい う理 論 で あ り、 問題 とな る事 柄 につ いて契約 書 に明 示 の条 項 が存在 しない

場合 に は、 付随 的契約 の理 論構成 と結果 にお いて異 な る ところはない。 しか し、

この理 論 は、 口頭 の合 意 が契 約 の___.部を なす とされ る事項 につ いて契 約書 に そ

れ と異 な る内容 の条 項 が あ る場 合 には、 口頭 の合 意 を契約 書 の条 項 に優 先 して

契約 内容 の一部 とす る根拠 を提供 す るもので はな いか ら、 その よ うな場合 に 口
58)

頭 の合意 を契約 内容 に取 り込 む こ とは、 この構成 で は困難 で あ ろ う。 したが っ

て、 付 随 的契約 とい う構成 の ほ うが、契 約書 が存 在 す る場 合 に 口頭 の合 意 の効

力 を認 め るた め に は、利用 可能性 が高 い とい う こ とにな ろ う。

以 上 の よ うに、 付随 的契約 な い し0部 書面 ・一部 口頭 に よ る契 約 とい う理 論

を認 め る こ とに よって 、契約 書 が存 在 す るに も関 わ らず 、 そ こに記載 され て い

な い契約 条 項 を、場 合 に よって は それ が契約 書 に記載 され た条 項 に抵 触 す る も
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ので あ って も、 裁判 所 が認 定 し、 それ を強行 す る こ とが可 能 とされ て い るので

あ る。 これ は、通 常、 文書 外証 拠排 除準則 の 「例 外」 として 位 置づ け られ て い

るが、 実質 的 に は、 この 「例外 」 に よって、契 約書 に記載 され な い 口頭 の合 意

の証拠 を提 出す る こ とが可 能 にな り、 契約 書 の 内容 を付加 、 変更 、 削除す る こ

とが認 め られ る こ とにな るので あ るか ら、 同準 則 は完 全 に骨 抜 きに され て い る

ともい え るで あ ろ う。

この 「例 外 」 が認 め られ てい る こ とを踏 ま えて、文 書 外証 拠排 除準則 の意義

が どの よ うに評 価 されて い るの か、 以下 に見 て み る こ とに しよ う。

3ParolEvidenceRuleに 対 す る評 価

(1)文 書 外証 拠 排 除準則 に対 す る否 定 的評価

以 上 の よ うに、 文書外証 拠排 除準則 には多数 の 「例 外」、 とりわ け付 随的契約

や 一 部書 面 ・一部 口頭 によ る契約 とい う理 論 が認 め られ るた め、 それ を法 準則
fig}

と とらえ るべ きで は ない とい う見 解 が あ る。 同準則 につ いて、 前述 した法 律委

員会 の報 告書 で は、 「契約 の両 当事者 が 、彼 らの合意 のすべて の明示 的条項 が一

枚 な い し複数 の特 定 の書類 に記録 され るべ き こ とを意 図 して いた と証 明 され、

あ るい はその よ うに認定 され る ときは、 当該契 約 書 の 明示 の条項 に付加 し、 そ

れ を変 更 し、 それ を削除 し(subtract)、 あ るい はそれ を否定 す る とい う目的 の

た め にの み、 証拠 が提 出 されて も、 その証 拠 は認 め られ ない(不 適 切 で あ るか

ら)と い う、循環 論 的言 明(circularstatement)に す ぎない法命題 」 で あ り、
sa)

それは法準則でない と結論 している。つまり、前述の例外が認められ る結果、

「文書外証拠排除準則」の内容は、契約書が存在する場合には当該契約書に｠

された条項だけが契約内容を構成する、 というものではな くな り、当事者が契

約書に記載された条項だけを契約内容であると意図 していたのであれば他の証

拠は認められず、そうでなければ契約書以外の証拠提出も認められ るというも

のになったのである。その結果、契約書外の証拠が排除され るのは特に 「文書

外証拠排除準則」によるというわけではな く当事者意思の解釈の結果であって、

「文書外証拠排除準則」なるものは法準則 として機能 していないと評価 されるこ

とになる。

結局、 「文書外証拠排除準則」は現在のイギリス法に対 して、 「契約書のよう
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に見 え る書 類 は一 個 の 契 約 全 体(awholecontract)と して 扱 わ れ るべ きで あ
61}

る、 とい う推定 」 を残 しただ けで あ り、 「その推定 は非常 に強 力で は あ るが、 推

定 にす ぎな いので あ って、合 意書面 に現 れ た ものに加 えて、 当事者 のいずれ も、

排 除 され る こ と[を 意 図 され た の]で はな く、 明 示 され た書 面 に よ る合 意 と と

もに効 力 を有 し続 け る こ とを両 当事者 に よ り意 図 され た、 事前 の 明示 の約定 が
sz)

存在 した こ とを主張 す る こ とが で きる」 ので あ る。

② 文書 外証 拠 排 除準則 の存在 意義

以上 の よ うな否定 的評価 に もかか わ らず、G.H.ト レイ テル(G.H.Treitel)は 、
&3)

なお、文書外証拠排除準則に存在意義を認める。同教授は、契約書に全契約内

容が記 されていない場合には、契約内容の一部 として口頭による合意を認める

ことによって、文書外証拠排除準則が 「循環論的言明」にすぎな くなった、 と

いう批判に対 して、契約当事者がそのような共通の意図を有する場合にはこの

批判 は説得力を有するが、実際に事件 となる場合は、両当事者が問題 となる契

約内容について完全には合意 しておらず、契約書に記されていない条項が契約

の一部 として意図されていた と一方当事者が主張 し、他方がそれを否定するの

であって、そうした場合には、 この批判は当た らない としている。このような

場合、裁判所 は契約書の外観を重要視 して、それが合理的に見て完全な契約で

あるように見えるときには、当事者が当該契約書以外の証拠に依拠 して他の契

約条項の存在を主張することを認めないことになる。つまり、実際の当事者の

意思にかかわ らず、契約書に記載 された条項だけが契約内容 として認められる
64)

の で あ る。 そ して、 これ は単 な る客観 テス トの適用 にす ぎない とい う評価 に対

して は、 それ が独 立 した法準 則 た り得 るほ どに繰 り返 し適 用 されて お り、 さ ら

に、 この よ うな ケー スで は、完全 に見 え る契 約書 に依 拠 す る当事 者 は、相 手方

もその 契約 書 の みに基 づ いて契約 す る意 図 で あ った と自分 が信 じた こ とが 合理

的 で あ った こ とを立証 す る必 要 はな く、 相手 方 が 当該契約 書 が全 契約 内容 を含

む もので な い こ とを証 明 しな くて はな らな いので あ るか ら、 通 常 の客観 テ ス ト

とは その効 果 が異 な って お り、 文書 外証 拠排 除 準則 に も意義 が あ る と主張 して

い る。

しか し、 同氏 も、 法 的 に拘 束 され る意 思 の存在 お よび主 た る契約 とは別 個 の

約 因 の存 在 が その成 立要 件 で あ る とい う留保 はつ いて い るものの、 付随 的契約
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に よ り、 この準則 が か な りの程度 にお いて意 味 を失 って しま うこ とは認 めて い
65l

る。 したが って 、付 随 的契約 の存 在 が主 張 され るか ぎ りは、 た とえ契約 書 が完

全 に見 える場 合で あって も、契約書 以外 の証拠 の提 出が可能 で あ り、 それ に よっ

て契 約書 の内容 が付加 、 変更 、 削除 され うる とい う結 論 に な らざ るをえな い。

それ ゆ え、 この見 解 は、 完全 に見 え る契約 書 が存 在 す る場 合 に はそれが 全契 約

条項 を含 む こ とが推 定 され、 これ に対 す る反 証 も可能 で あ る とい う こ とにつ い

て 、文書 外証 拠排 除準 則 を否 定 す る見 解 と認 識 を同 じ くして い るので あ り、 た

だ 、 それで もなお、 その推定 が反 復 的 に適 用 され、 その推定 を覆 す こ とに成 功

しなか った ケ ースが 多 いの で、 これ を もって準則 と呼 んで よい のだ と主 張 して

い る、 とい うこ とにな ろ うか。

そ もそ も、 この 「準則 」 の 目的が 契約 内容 の確 実性 に対 す る当事者 、 あ るい
66)

は裁 判所 の利 益 で あ る こ とは疑 いが ない。 しか し、 これ を厳 格 に適 用 して、 契

約書 に記 載 され た条項 以 外 に契約 内容 を構 成 す る合意 が あ った こ との立 証 を全

く許 さな い こ とに よ る実 質 的 な不 正 義が認 識 され 、 イ ギ リス の裁 判所 は、様 々

な例 外、 特 に付 随的 契約 の よ うな理 論 に よって、 同 「準則 」 を形 骸 化 させ て き
67)

た と評 して よいだ ろ う。 その結果 、 この 「準則 」 は、 契約 書 に記載 され た条 項

の他 に契約 条 項 を認定 す るこ とが適切 で な い場 合 に は 「準則 」 として機 能 し、

そ うで な い場 合 には、 む しろ 「準 則 」 に対 す る例 外 をなす付 随 的 契約 な どの法

理が 存在 す る こ とを明確 化 す る とい う意 味 にお いて機 能 して い る とい え るので

はな いだ ろ うか。

皿 日本法への示唆

1わ が 国 の契約解 釈 にお ける契 約書 外 の表 示の位 置 づ け

以上 の よ うに、 イ ギ リス にお いて は、契 約書 が存 在 し、 それ が全 契 約 内容 を

含 ん で い る よ うに見 え る場 合 には、 当該契 約書 の他 に契約 条項 は存在 しな い と

い う推 定 が な され る。 これ が文 書 外証拠 排 除準 則 とされ る もの の現在 にお け る

実質 的 な意味 で あ り、 この推 定 は、証拠 の提 出 に よって覆 す こ とも可能 で あ る。

すな わ ち、 当該 契約書 以外 の証 拠 に よ り、 その内容 に対 す る、付加 ・変更 ・削

除 もな され うる とされ て い るので あ る。 この点 、 わが 国 にお いて は どの よ うに
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考 え られて い るので あ ろ うか。

既 に述 べ た よ うに、 わが 国 にお いて は、従 来 、契約 の解釈 を含 めた法 律行為

の解釈 と して意 識 され て きた の は、主 に、表 示行 為 の意味 を確 定 す る とい う狭
68)

義 の解釈 の問題 で あった。 そ こで は、 上述 のイ ギ リス にお け るよ うな問題 、す

なわ ち、契 約書 が存在 す る場合 に、 契約 内容 を構 成 す る表 示行 為 として、 契約

書 以外 の もの、 た とえぼ広 告 や 口頭 の表 示 な どが含 まれ るのか ど うか とい った

問題 は、取 り立 て て論 じられ て こなか った ので あ る。 この こ とは、 わが 国 にお

いて イ ギ リス の文 書 外証拠 排 除 準則 に相 当 す るよ うな規定 ない し理論 が存 在 し

ない 以上 、契 約 の一般 理 論 に よ り、 契約 書 以外 の表示 も契約書 記 載 の条項 と共

に契約 内容 を構成 す る こ とは当然 で あ る、 と考 え られ てい る こ とを意 味 す るも
69}

の とい え よ うか。

しか し、理 論 上 はそ うで あ る として も、 は じめ に述 べ た よ うに現実 の裁 判 に

お いて は、 必 ず しも契約 書 外 の表示 が 契約 内容 を構成 す る もの と して扱 われ て

はい ない ので はないだ ろ うか。 裁判 にお いて処 分証書 た る契 約書 が証 拠 として

提 出 され た場 合 に は、 民事 訴訟 法 上 の問題 として、 まず 、 それ が真 正 に成 立 し

た もので あ るか否 か、 す なわ ち、作 成者 の意思 に基 づ いて契 約書 が 作成 され た

か否 か が 問題 とな り、 それ が真 正 に成 立 した もの と認 め られれ ば、 処分証 書 の

性 質 上 、 その証 書 に よって法律 行為 が行 われ た もの と して 、契 約 が成 立 した と
アの

認められることになる。後に残 る問題は、通常、当該契約書に記載された文言

の意味についての解釈であるとされ、そのほかに法律行為が認められる余地は

な く、契約書以外の表示等は、錯誤などの判断の際に、当事者の真意を示す資
71)

料 と して考 慮 され るにす ぎな い よ うで あ る。 これ は、実 際 上、 契約 書 以外 の表

示 は契 約 内容 を構 成 す る表 示行 為 として は扱 われ て い ない とい う こ とで はない

だ ろ うか 。

また、 実体 法 上 の問題 として も、 た とえぼ、 よ く知 られ てい るよ うに、売買

の 目的物 の性 状 に関 す る言 明 は、通 常、 意思 表示 の縁 由 にす ぎず 、 それ が相 手

方 に表示 され て意思表 示 の 内容 にな った場 合 には、錯 誤 の問題 にな る とされ て
72}

い る。 これ は、 「目的物 の性 状 につ いて の言明 が意 思表 示 の 内容 とな る」、 とい

うこ とが 、 「その言明 どお りの性 状 を有 す る目的物 を引 き渡 すべ き債務 が発 生 す

る」、 とい う こ とを意 味 す るので はな く、 「意 思表 示 の 内容 が実 際 に引 き渡 され
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た 目的物 とは異 な って いた ので、 事実 を知 って いた な らば有 して い たで あ ろ う

真 意 と意 思表 示 の間 に齪 臨 が あ る」 とい う意 味 にお いて、 当事者 の錯 誤 の問題
73)

とされ る こ とを意 味 して い る。 しか し、 この よ うな処 理 は、 こ う した場 合 にお
74)

ける唯一のあ り得べき法的構成では必ず しもないのではないだろうか。

さらに、立法者の意識を示す例 として、平成13年 に施行された消費者契約法

における事業者の不実告知による契約取消権があげられてよいであろう。同法

では、契約締結の勧誘の際に事業者によってなされた消費者契約の目的 となる

ものの質 ・用途その他の内容、および対価その他の取引条件(こ れ らが同法で

いう 「重要事項」である。4条4項)に ついての事実 と異なる表示が消費者契

約の取消原因 として扱われている(4条1項1号)。 立法担当部局の解説によれ

ば、事業者が告げた内容が事業者の債務の内容 となっている場合には、本号に

よる取消は認められない とされているから、契約の目的物の質や用途に関する

表示あるいは目的物の対価に関する表示であって も、必ず しも契約 内容 を構成
75)

す るわ けで はな い と考 え られ て い る とい うこ とで あ ろ う。 そ うす る と、契 約 の

締 結過 程 で な され た、 目的物 の質 な どに関す る表 示 に は、債 務 の 内容 に な る も

の とそ うで ない もの が あ る とい う こ とにな る。 同解 説 にお いて も、 この うち い

か な る表 示が債 務 の 内容 とな り、 いか な る表示 が そ うで な いか の判 断基 準 は明

確 で な いが、 そ こで挙 げ られ て い る事例 か ら、 一一応 、事 業者 の能 力 に よって実

現 し うる事 項 につ い ての表 示 を債 務 の内容 と して お り、 す で に事実 と して存在

して い る事 項、 特 に、契 約 目的物 の性状 等 につ い ての表 示 は、債 務 の 内容 とな
7G}

らない もの とされ て い るよ うに も見 え る。

以上 の よ うに、契 約書 外 で な され た表 示 は、理 論 上、 契約 内容 を構成 す る こ

ともあ り得 る こ とが承 認 され てい る もの の、特 にそれ が契約 目的物 の質 な どの

性状 等 につい ての もの で あ る ときに は、 実体 法上 、錯 誤 の 問題 として扱 わ れ る

傾 向が あ り、 また、 訴訟 法上 、処 分 証書 た る契約 書 が真 正 に成 立 して い るの で

あれ ぼ、 それ以 外 の表示 が契 約 内容 と して扱 われ る可能性 は きわ め て低 い、 と
77}

い うのが わが 国 におけ る現状 で あ る といえ るので はないだ ろ うか。 したが って、

詐欺 や錯 誤 の要件 を満 た さな い限 り、 た とえ.__..方当事 者 が 自 ら口 に した 言葉 ど

お りの履 行 を しな くて も、 そ の言 葉 を信 じた当事者 は救 済 をえ られ な い こ とに

な る。 この よ うな結論 がf市 民 の常識 か らは納 得 で き るもので な い こ とが認
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識 され、 この結果を回避するために、民法上は詐欺 ・錯誤の拡張理論が唱えら
アg}

れ、 また、特 に こ うした こ とが 問題 とな る消 費者 契約 の領 域 において 、消 費者
as)

契約 法 に よ る契 約 の取消 権 が認 め られ た とい うこ とで あ ろ う。 しか し、 これ ら

の方 法 に よ る救済 は、契 約 の効 力 を否定 す る こ とに とどま るので あ り、債 務不

履 行 に よ る損 害賠償 の請 求 まで認 め る もので はない。 わが 国 にお いて は、 こ う

した ケー スで債 務不 履行 に よる処理 をす るよ りも、 契約 効力 否定 型 の救済 を考

え る こ とが圧倒 的 に多 い よ うで あ る。

2契 約 書外 の表 示 の契約 内 容へ の取 り込 み

さて、 以上 に見 て きた よ うに、 イギ リス にお いて は文 書 外証拠 排 除準 則 が存

在 す る と考 え られ なが ら、 実 質 的 に それ を形 骸 化 し、 契約 書 以外 の表 示 で あっ

て も契 約 内容 を構 成 しう るこ とが 認 め られ て きたの に対 して、 わが国 で は、 そ

の よ うな準則 が存 在 しな い に もかか わ らず、現 実 には契約書 外 の表 示 が契 約 内

容 として よ りも、錯誤 ・詐欺 な どに よる契約 の無効 ・取消 の判 断要 素 として扱

われ る こ とが多 い。 しか も、 周知 の とお り、錯 誤 ・詐 欺 はそれ ぞれ要件 が厳格

で、 そ もそ も適用 範 囲が 相 当 限定 され、 しか もその効 果 は原則 として契約 の無

効 ・取 消 とその結果 と して の原状 回復 で あ るので、契 約書 外 の表 示 を信 じて取
80)

引 した 当事 者 が これ らの制度 に よっ て保護 され る こ とは困難 で あ る。 また、 消

費者 契約 に は消費者 契約 法 に よ る詐欺 の拡 張 として の不実 告 知等 に よる取 消 が

認 め られ る もの の、 これ も要 件 ・効 果 がか な り限定 され て お り、 消 費者 に とっ
81)

て必 ず しも十分 な救 済 を え る手段 とはな らな い と思 われ る。

そ こで、 イ ギ リス にお いて文書 外証拠 排 除準 則が 、 その例 外 とされ る理論 、

特 に付 随 的契約 な い し0部 契約 書 ・一 部 口頭 に よ る契約 とい う理 論 に よって実

質 的 に形 骸 化 され て い る点 に注 目 し、 これ をわが 国の契 約解 釈 にお いて も参 考

に して、 契約 書外 で な され た表 示 を契 約 内容 として取 り込 み、 その表示 を信頼

した 当事者 に とって 、 よ り効 果 的 な救 済手 段 を提供 す るこ とが 考 え られ て よい

ので はな いだ ろ うか 。 わが 国 にお いて は文 書 外証拠 排 除準則 とい った明確 な準

則 が存在 す るわ けで はない ので、特 に付随 的契約 等 の理論 を用 い る必要 もな く、

容 易 に契 約書 外 の表 示 を契約 内容 とす るこ ともで き る よ うに思 われ るが、 実際

上 は、次 に述 べ る よ うに、 この点 につ いて の明確 な認識 の ない ま ま、 それが 困
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難 な状 況 にな ってい る と考 え られ る。

学 説 にお いて は、前述 の とお り、 契約書 が存在 す る と同時 に口頭 の合 意 が あ

る場 合 に は、 それ を含 めて契約 内容 とす る こ とが認 め られ て い る とい って よい
82)

で あ ろ う。 これ に対 す る障害 にな って い る と考 え られ る もの として、0つ は前

述 の よ うに、処 分証 書 た る契約 書 が存在 す れ ば、裁 判 官 は、 当該 契約 書 に よっ

て契約 が締 結 され て い るので あ るか ら、 契約書 以外 の表 示 を契 約 内容 として認

め ない傾 向が あ る、 とい う こ とが あ る。 しか し、民 事訴 訟 法上 、 処分 証書 の効

力 として考 え られ て い るの は、 それ が真正 に成 立 した もので あ る と認 め られ る

と、 そ こに記載 され た法律 行 為 の存在 が 認 め られ る、 とい うこ とで あ って 、 当

該処 分証書 記載 の法律行為 の 内容 を補 完す る他 の形 式 の合 意が存在 す る可能性 、

あ るい は、 当該 法律 行為 と同時 に内容 の関連 した他 の合 意 の存 在 す る可能 性 を
83)

排除する効果まで認めるべきではないのではないだろうか。そのように解すれ

ぼ、真正 に成立 した契約書が存在するゆえに、当該契約書の内容に関連する他

の合意の存在 を否定すべき論理的必然性はないのであり、まさにイギリスにお

ける付随的契約ないし一部契約書 ・一部口頭による合意 という理論の帰結 と同

様 に、わが国においても契約書の内容について口頭の表示等による付加 ・変更・
g4}

削 除 を認 め るこ とも可能 で あ ろ う。 これ が可能 か ど うか は、法 理論 の問題 とい

うよ りも、 む しろ法律 家 の意 識 の問題 で あ るよ うに思 われ るので あ る。

また、 も う一 つ の障害 として は、 そ う した契 約書 外 の表示 につ いて 当事 者 の
85)

確 定 的 な意思 が必 要 で あ る と考 え られて い る こ と、 が あ げ られ る。 つ ま り、両

当事者 に、 当該 の表示 に よって法 的 に拘 束 され る とい う明確 な意思 が な けれ ば、

それ を契約 内容 と して認 定 す るこ とはで きない とい うこ とで あ る。 しか し、法
86)

律 行為 の一般 的有 効要 件 と して、 通常 、 内容 の確 定 性 は あげ られ てい るが 、表

示 によ って拘 束 され る とい う両 当事者 の明確 な意 思 まで は要 求 され て い な いの

で はな いだ ろ うか。 これ を合 意 の要件 と解 す る と、 お よ そ一 方 当事者 が 自 ら拘

束 され るべ き明確 な意 思 を有 しな い場合 は、 いか な る契約 も無 効 とい うこ とに

な って しま う。 この点 につ いて、 わが 国 には心裡 留保 の規 定 が あ るの で あ って、

た とえ 自 らの表示 に拘 束 され るべ き明確 な意思 が表 意者 にな くとも、相 手 方 が

その表 示 を信 頼 して契 約 を締結 して お り、 かつ 、 その よ うな信 頼 が一 般 的 に是

認 され うる もの で あ るな らば、 当該 の表 示 には契約 上 の拘束 力が 認 め られ るは
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ず で あ る。 したが って、 問題 は、 契約書 が存 在 す る場 合 に、 契約 書 外 で な され

た表示 が契約書 に記載 されてお らず、 あ るい は、記載 内容 と矛盾 す る もので あっ

た とき、 その表示 を信頼 す る こ とが一 般 的 に是 認 され うる ものか否 か とい うこ

とに帰着 す るので は ないだ ろ うか。 そ うす る と、 これ は個 々 の事件 の具体 的事

実 関係 に よ って判 断 され るべ きもの とい うこ とにな るが、 特 に消 費者 契約 の よ

うに、 当事者 間 に情報 量 の格 差 が あ るよ うな場 合 には、一 般 的 に、専 門 的 な情

報 を有 す る側 の表示 を相 手方 が信 頼 す る こ とは是 認 され て よい よ うに思 われ る

(もち ろん、 その表示 の 内容 が確 定 性 の要件 を満 た して い る こ と、 お よび、明 ら

か に信頼 され るべ きでな い場合 で な い こ とが必要 で あ る)。 つ ま り、 あ る表示 が

契 約 内容 として認 め られ るか否 か は、 その表 示 を契約 内容 とす る当事 者 の明確

な意 思 で はな く、 当該表 示 に対 す る相 手方(被 表 示者)の 信頼 の妥 当性 に よ り

判 断 され るぺ きなので あ る。

この よ うに考 え る こ とは、契約 書 中 に記載 のな い事 項 につ いて の契 約書 外 の

表 示 に関 して は特 に問題 な く認 め られ るので はないだ ろ うか。や や問題 なの は、

契約 書 に記 載 され た条項 と内容 が 異 な る表 示が な され た場 合 も同様 に扱 って よ

いか ど うか で あ る。 この場合 には、二 つ の相 矛盾 す る表 示 が存在 し、契約 書 外

の表 示 の効 力 を認 め る と して も、 いず れ の表 示 の効 力 を優 先 させ るべ きか を決

定 す る こ とが必 要 にな るか らで あ る。 この点 につ いて も、 イ ギ リス にお いて は、

先 に見 た よ うに、 デ ニ ン グ卿 が判 決 にお いて一 方 当事 者 が相 手 方 を して信 頼 さ

せ 、 契約 に誘 引 す る 目的 で約 束 をす る場 合 に、相 手 方が それ を信 じた ときはそ

の約 束 が拘 束 力 を有 す る旨を述 べ て、契 約書 に記載 され た条 項 に反 す る口頭 の

契約 内容 の効 力 を認 めて い る。 この理 論 は当事者 意 思 で は な く、表 示 に対 す る

被表 示 者 の信頼 を根 拠 として契約 の効 力 を認 め る もので あ り、先 ほ ど述 べ た と

ころ と共通 の考 え方 を示 して い る。 これ を参考 に、 思 うに、契 約書 と矛 盾 す る

内容 の他 の表 示 が あ る場 合 に も、 被表 示者 の信 頼 が どの表 示 に おかれ て いた か

を、効 力 の優 劣 を決定 す る際 の判 断基準 とすべ きで あ ろ う。 そ うす る と、通 常、

個別 に示 され た事項 にっ い て その注意 が 向 け られ て いた と考 え られ るで あろ う

か ら、 契約 書 中の条 項 よ りも、 む しろ契約 書外 の表 示 を信頼 した もの と判 断 さ
ss)

れ る こ とが多 くな るの で はな いだ ろ うか 。

いずれ にせ よ、 契約 書 外 で な され た表示 にっ いて、 当該 表示 に よって拘 束 さ
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れるとい う両当事者の明確な意思が認定できな くても、少な くともその表示を

相手方が信頼することに妥当性が認められれば、契約内容 として認定す ること

は可能であると思われるのである。

以上のように考 えられるのであれば、わが国においても、契約書が存在する

場合の契約書外の表示を、それが契約書に記載のない事項についてのものであ

れ、あるいは契約書に記載された条項 と矛盾す るものであれ、契約内容 として

扱 うことについて特に法理論的問題があるとは思えず、むしろしかるべき場合

には、契約書外の表示を契約内容を構成するもの として位置づけることによっ

て、より公正な取引関係が確保され うると考えられる。 これはイギ リスの法理

論より示唆をえた一つの提案にすぎないが、世界的な趨勢から見ても、支持さ
89)

れ うるもの と思 われ るので あ る。

IVお わ りに

以上 の よ うに、本稿 にお いて は、契 約書 が 存在 す る場 合 の 口頭 の表示 や広 告

な どの、 契約 書 外 で な され た表示 の位 置 づ け につ いて、 それが契 約 書 の 記載 内

容 と共 に契約 内容 を構 成 し うる ものか否 か につ いて 、 イ ギ リス にお け る文 書 外

証 拠排 除準 則(ParolEvidenceRule)と その例 外 をなす理論 とに示 唆 をえて

若干 の考察 を試 み た。 その 内容 を ま とめれ ぼ、 以下 の とお りで あ る。

(1)一般 的 に、 イ ギ リス には文書 外証拠 排 除 準則 が あ るた め、契 約書 が 存 在 す

る場 合 には、 口頭 の表 示 な どに よって、 そ の内容 にっ き付加 ・変 更 ・削 除が で

きない と考 え らえて きたが、現 在 で は同準 則 の例 外 とされ る付 随的 契約 等 の理

論 に よ り、 実質 的 に それ が可 能 に なって い る。 それ ゆ え、 同準則 は も はや 準則

として機 能 しな くな って い る とも評 され て い る。

② わが 国 にお いて は、 そ う した 準則 が存在 す るわ けで はない ので、 実体 法 の

理 論 として は、 契 約書 が存在 して もそれ と同時 に 口頭 の表 示等 に よ る合 意 も契

約 内容 として認 定 す る こ とが で きる よ うに思 われ る。 しか し、 この点 につ いて

自覚 的な議 論 が され て こなか った こ ともあ って、現 実 の訴 訟 にお いて は、 契約

書外 の表 示 は その ように位 置づ け られ て は こなか ったので あ り、 む しろ詐 欺 ・

錯誤 の判 断材 料 として扱 われ る こ とが普 通 で あ る。 しか し、契 約 の効 力 を否 定
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す る形 で の救 済 が、被 表 示者 に とって充分 で な い こ ともあ り得 るので あ り、契

約書 外 の表示 が 契約 内容 として認定 され 、債務 不履 行 に よ る処 理 も選択 で きて

よい と考 え られ る。

(3に の よ うな方 向で の問題 の処理 に とって事実 上 障害 とな ってい る もの は、

処分 証書 の効 力 として契約 書 外 の表 示 を排 除す る傾 向が あ る こ と、 お よび、両

当事 者 の 明確 な意 思が認 定 で きな けれ ぼ契約 書外 の表 示 に契約 の効 力 を付 与 す

る こ とが で きな い とす る考 え方で あ る。 しか しなが ら、処 分証 書 に そ こまで の

効 力 が認 め られ て い る とは考 え られ ない こ と、 また、一 方 の当事 者 に よる表示

を他 方 が信 頼 した場 合 に は、 た とえ表意 者 が その表 示 に よって拘 束 され る明確

な意思 が な い ときで も、 心裡 留保 の規 定 に よって それ を有効 な意 思表 示 とす る

余地 が あ る こ とか ら、 これ らは本稿 で提 示 す る問題 の処 理 に とって 、理論 上不

可避 の障 害 とな る もので はな い と思 われ る。

(4)したが って、 契約 書 外 の表示 で あ って も、 契約 書 に記載 され た契約 内容 を

補 完 しあ るい はそれ を変更 す る効 力 が認 め られ て よいので あ り、 む しろ積極 的

にその よ うな位置 づ けをす る こ とに よって、 よ り公 正 な取 引 のル ール が形 成 さ

れ うる と考 え る。

以 上、 きわ めて不 十分 か つ多 くの誤 解 に基づ いた議 論 を こ こに開示 させ て頂

い た。大 方 の ご批 判 を仰 ぎ、未熟 な筆 者 の迷妄 が啓 かれ ん こ とを願 うばか りで

あ る。

また、 本稿 の内容 は、 民法 研 究会 におい て発 表 させ て頂 いた もの を ま とめた

もので あ る。 同研 究 会 において 諸先 生方 よ り数 々の有 益 な指導 を賜 ったが、筆

者 の力 が未 熟 なた め に、 それ らを十分 に生 かす こ とがで きなか った。 こ こに先

生方 へ の謝 意 を記 し、今 後 の研 究 を もって学 恩 に報 い る こ と とした い。

(通信 教 育部助 教授)

注

1)沖 野眞已 「契約の解釈 に関する一考察

学協会雑誌第109巻2号246頁 。

一一 フランス法 を手が か りとして 一(一)」 法
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2)旧 民法財産取得編 には 「合意の解釈」 として5ヶ 条がおかれていた。 この点につき、沖

野前掲論文264頁 ～273頁 参照。

3)民 法総則のテキス トなどにおいては、法律行為の解釈 として一般 的な解説がなされ、法

律行為の解釈が、当事者の内心の意思ではな く、表示行為の有する客観的な意味を明 らか

にす るこ とであることや(我 妻栄 『新訂 民法総則』岩波書店(1965年)249、250頁)、

法律行為概念が単独行為や契約な ど、性質の異なる行為を含む ものであることか ら、解釈

もそれぞれの行為 に応 じてなされ るべ きこと(星 野英一 『民法概論1(序 論 ・総則)』 良

書普及会(1971年)175頁)な どが説かれている。また、同じ解釈 の名の下 に 「意味の発

見」 と 「意味の持ち込み」 という異質な作業が行われていることが明 らかにされ(穂 積忠

夫 「法律行為の 『解釈』の構造 と機能(一)(二)」 法学協会雑誌77巻6号 、78巻1号)、

特 に契約 に関 しては、契約 に用いられた文言の解釈(狭 義の解釈)の ほか、当事者が明示

しなかった事項 についての補充や裁判官による実質的な契約内容の改訂 も、補充的解釈お

よび修正的解釈 として、解釈に含めて論 じられている(内 田貴 『民法1(総 則 ・物権総論)

第2版 補訂版』東京大学出版会(2000年)261～265頁 、山本敬三 『民法講i義1総 則』

有斐閣(2001年)120～127頁 な ど)。そ して、 これ らの解釈の際の標準 となるもの とし

て慣習、任意法規 条理な どがあげ られている。

一方、契約の解釈に関す る研究 においては、表示が合致 しているが、両当事者がその表

示に通常 と異なる意味を与えていた場合の契約の効力に関す るものや、 ドイツ、アメリカ、

フランス といった外国法の解釈準則 に関する比較法をテーマとするものなどが中心である

(沖野前掲論文(一)の 序論および同所の注 において掲 げられている諸論文参照)。1984年

までの議論の概観について は、野村豊弘 「法律行為の解釈」星野英一他編 ・民法講座1、

有斐閣(1984年)参 照。

4)我 妻栄 『債権各論 上巻』岩波書店(1954年)29頁 、星野英一 『民法概論r>』(契約)』

良書普及会(1986年)4頁 、10頁 など。

5)星 野英一 「契約の成立」谷口 ・加藤編 『民法例題解説II(債 権〉』有斐閣(1959年)113

頁。 また、後述皿1注69参 照。

6)賀 集唱 「契約の成否 ・解釈 と証書の証明力」民商法雑誌60巻2号 。契約の成立 に関 し

ては客観的に見て主要な部分について両当事者 の間に意思の合致が認め られれば、内心の

一致 まで要 しない とす ることが今 日の通説 といってよい。 したがって、契約書が存在 する

場合には、そこに契約の主要な部分 についての条項が記載 されている限 り、契約 は真正 に

成立 しているもの と考 えられ るのである。 もちろん、後述のように、虚偽表示、錯誤 の規

定な どによ り、契約が無効 とされ ることはあ り得 る。

7)山 本敬三 「消費者契約における契約内容の確定」『消費者契約法 一一立法への課題 一 』

別冊NBLno.54、 商事法務研究会(1999年)は 、契約法 のｺ・ 論 としては契約書の文言 に

関わ りな く当事者の表示 にしたが った合意があると見て よい場合 にはその合意 にしたが っ

た契約内容が確定され ることになるとしなが らも、実際にはそれが確定的な意思表示を必

要 とす ること、および契約内容が契約類型の法性決定によって確定 され るということか ら、

困難を ともなうとされている。83頁 。

8)賀 集前掲論文は契約書外の表示 をこの ようなもの として とらえている。少々古 い文献で

はあるが、現実 に訴訟 を担当する裁判官の判断枠組みを示す ものとして興味深い。ただ し、
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契約 締結 の際 の説明等 を債務 内容 と して認 め る下級審判決 もあ り(た とえば、大 阪地裁平

5・2・4判 時1481号149頁 、森 島 ・伊藤編 『消費 者取 引判例 百 選 』有斐 閣、1995年 、

118頁)、 どの程度 まで契約書外 の表示 が錯誤 等 の判 断要素 として扱われ る傾 向が あ るのか

は、 そ う した事 案 につ いて厳 密 に調査 して みない とわか らない。 しか しまた他方 で、2001

年 よ り施行 され た消費者 契約法 にお け る重要事 項 につ いて の不 実告 知(同 法4条)で は、

契約 の 目的物 な どに関 す る重 要 な事項 につ いて事実 と異 な るこ とが告 知 された場合 に消費

者 に契 約取 消権 が認 め られ るが、 これ は重要事 項 に関 す る告知 が契約 内容 とな らない こ と

が あ る こ とを前提 としてい る。 っ ま り、重要 事項 につ い て事業 者 お よび消費者 が認識 して

い た ところ とは別 の契約 内容 が認定 され うる とい うこ とであ り、契約 締結過程 において な

され た表 示 は契約 内容 を構成 しな い とい う暗黙 の 了解 を示 す もの とも考 え られ る。

9)誇 大 広告 の場合 におけ る錯 誤法理 によ る救 済 の限界 につ いて、早 川真一郎 「広告 と錯誤

(3・ 完)」NFL493号43頁 以下参照 。錯 誤 は表 意者 の誤解 とい う事情 に よ り法律行為 の効

力 を奪 う とい う構造 か ら原則 的 に相 手方 の表示 は考慮 の対象 となって いないので、 この よ

うな場 合 にお け る処 理 には必ず しも適切 とは言 い難いの では ないか。 また、 詐欺 に よる場

合 も相手方 の故意 の立証 困難性 が広 く認 め らて お り、 この よ うなケー スで適用 され る こと

は まず ないで あ ろ う。 その隙間 を埋 め るた め、近 年、錯 誤 の拡 張理論 と して主張 されて い

る諸 説 につ いて は後述 、 皿1注78参 照。 さ らに消 費者 契約 にお け る これ らの問題 に対処

す るた め消費者契約 法 が制 定 された ことは周知 の とお りであ る。 しか し、不 実告知 、不利

益事 実 の不 告知類型 にお ける消費者 の契約 取消権 の要 件 が限定 された もので あ るこ とにつ

いて もつ とに指摘 され てい る。拙稿 「消 費者 契約 法 の比較法 的検 討(一)」 創 価法学 第31

巻第1・2合 併号111頁 以下参 照。 これ らの他 に蝦疵 担保 責任 も場 合 に よって は適用 が可

能で あ る。 しか し、蝦疵担保責任 の規定 は、物 の隠れた暇疵 の場合 にその適用 が限定 され、

また、 その法 的性 質 について も議論 が あ り、 こう した場合 に広 く適用 で きるか どうか は疑

問 で あ る。

10)約 款 論 につ いて は河上正 二 『約款 規制 の法 理』 有斐 閣(1986年)参 照。

11)補 充 的契約 解釈 について は、 ドイ ツにおけ る理論状況 の詳細 な検討 をふ まえた比較 に よっ

て、契約解釈 と法 の適用 の関係如 何 を検討 してい る、山本敬 三 「補 充的契約解釈(1)～⑤ 一一

契 約解釈 と法 の適用 との関係 に関す る一考i」 法学 論 叢119巻2号1頁 、4号1頁 、

120巻1号1頁 、2号1頁 、3号1頁 、が あ る。

12)及 川光 明 「口頭証 拠 の法則 につ いて 」亜細 亜法 学14巻2号24頁 。

13)樋 口範雄 『アメ リカ契 約法 』弘 文堂(1994年)、152頁 以下 参 照。

14)ロ ー ド ・デニ ング著 、 内田力 蔵訳 『法 の修練 』(TheDisciplineofLaw)東 京 大学 出

版 会(1993年)、97頁 注10参 照。樋 口前掲書 では、特 に契約書 に関す るル ール として 「契

約 書 以外 の証拠 の排 除 ル ール」 としてい る。

15)BankofAustralasiav.Palmer[1897]A.0.540,at545,perLordMorris.

16)HalsburゾsLawsofEngland,4thed.Para.1478.

17)Cheshire,Fifoot&Furmston「sLawofContract,14thed.p.135.は 、すべて の書

面(writteninstrument)に つ いて適用 が あ ると述べ る。ただ し、本 準則 が聞題 とされ る

の は、主 として契約=書に関 す る場合 で あ る。ColinTapper,Cross&TapperonEvidence

gthed.,Butterworths(1999),PP.651-652.
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18)以 下 の叙 述 は全 面 的 にWigmoreonEvidence,3rded.,(1940),vol.IXi§2426に

負 っ て い る。 ま た、W.Holdsworth,AHistoryofEnglishLaw,pp.173-177参 照 。 な

お 、 ウ ィ グモ ア に よ る法 律 行 為 論 を検 討 す るた め、 同書 の 同 部 分 に つ い て 言 及 して い る邦

語 文 献 と して 、 滝 沢 昌彦 『契 約 成 立 プ ロ セ ス の 研 究 』 有 斐 閣(2003年)、247頁 以 下 が あ

る。

19)こ の 理 論 に よ る と、 書 面 に捺 印 す る こ と に よ り、 捺 印 者 は その 書 面 の 記 載 内 容 に つ い て

他 の証 拠 に よ っ て真 の取 引 内 容 を証 明 す る こ とが で き な くな るが 、 そ こ に捺 印 を して い な

い 当 事 者 に は そ の よ うな制 限 は な く、 書 面 の 内 容 に つ い て他 の 証 拠 を あ げ る こ と も可 能 だ

とい う こ と に な る。

20)こ の 理 論 ば ロー マ 法 か らの借 用 で あ る こ とが 指 摘 され て い る。 また 、 これ は 証 拠 法 上 の

準 則 と して現 在 で も残 って お り、ParolEvidenceRuleの 一 つ の 側 面 を 示 す もの で あ る。

後 述 、 ③ ① 参 照 。

21)こ の考 え 方 は吸 収 の 法 理(doctrineofmerger、 一一般 に は 「混 同 」 と訳 され る が 、 こ

こで は い わ ゆ る混 同 とは違 うの で 、 あ えて 「吸 収 」 と訳 して お くこ とに す る 。)と 呼 ば れ 、

後 述 の よ う に現 在 で も文 書 外 証 拠 排 除 準 則 の 説 明 と して 言 及 さ れ る こ とが あ る。

22)た だ し、 同法 が この よ うな考 え方 で一 貫 して い た わ けで は な く、 信 託 財 産 に 関 す る7条

で は、 そ の 設 定 が 署 名 され た 書 面 に よ り証 明 され る こ とが 要 件 と さ れ て い た 。

23)こ れ は文 書 外 証 拠 排 除 準 則 が展 開 す る過 程 にお け る混 乱 の 原 因 で あ っ た と法 律 委 員 会 の

報 告 書 で述 べ られ て い る。LawCom.No.154,TheParolEvidenceRule(1986),p.357.

24)BankofAustralasiav.Palmer,supraの 他 、JacobsVBataviaandGeneral

PlantationsTrust[1924]lCh.287,295,Rabinv.GersonBergerAssociationLtd.

[1986]1W.LR526,530.な ど。

25)TheLawCommission,WorkingPaperNo.70(1976),Paras.4--7.

26)LawCom.No.154.,supra.

27)証 拠 を提 出 す る際 に は 、 そ の 状 況 に お け る最 良 の証 拠 方 法 に よ るべ きで あ る とす る準 則

を い う。 口頭 の 証 拠 に 対 す る書 証 の 優越 性 とい う観 念 に つ い て 、J.W.Salmond,"The

SuperiorityofWrittenEvidence「1,21L.Q.R.75.参 照 。

28)特 に(b)と(c)の 準 則 は 同一 視 さ れ や す いが 、 区別 した ほ うが よい こ とが述 べ られ て い る。

Cheshire,Fifoot&Furmston,supra,P.139.狭 義 の 解 釈 に関 して も文 書 外 証 拠 排 除 準

則 が 適 用 され る と考 え られ るが 、 これ に も例 外 が あ り、 契 約 の 背 景 事 情 を知 る た め の 「基

盤 的 事 実 関 係 」(matrixoffacts)あ るい は 「周 辺 的 事情 」(surroundingcircumstances)

を 示 す 証 拠 を樹 酌 す る こ とは許 され る とす る。Prennv.Simmonds[197U3AllER

237,ReardonSmithLineLtd.v.Hansen-Tangen,Hansen-Tangenv.Sanko

SteamshipCo.[1976ユ3AllER.570,perLordWilberforce.狭 義 の解 釈 に 関 して は、

貴 族 院 に お い て ホ フ マ ン卿 に よ り、 締 約 時 に知 り得 た す べ て の 背 景 的 知 識 を有 す る合 理 人

に理 解 され る と こ ろの 意 味 の確 定 で あ り、 この 「背 景 」(background)に は 「基 盤 的 事

実 関 係 」 よ り も広 範 な事 情 が 含 まれ るが 、 締 約 前 の 当 事 者 間 の交 渉 や 主 観 的 意 図 の 宣 明 は

含 まれ な い こ とな どが 改 め て 示 され た 。InvestorsCompensationSchemeLtd.v.West

BromwichBuildingSociety[19881AllE.R.98,114-一 一1i5,perLordHofFinann.

29)TheEvidenceAct,1843,theEvidenceAct,1851。 む し ろ、 これ はBestEvidence



S6

Ruleに つ い て の 問 題 で あ ろ う。
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証 拠 と して提 出 され た 契 約 書 な どが 真 正 に成 立 した もの で な い とす る主 張 で あ る。

41)Wakev.Harrop(1861)30LJ.Ex.273.

42)Morrisv.Baron&Co.Ltd.[igl8]A.C.1.
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に は主た る契約 の内容 として書 面 に記 され た義務 に100ポ ン ドの支 払い義務 を付加 したの
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57)前 注55に お け るJEvans&Soso(Portsmouth)Ltd.v.AndreaMerzarioLtd.事
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58)双 方 の理論 の比較 にっ いて はK.W.Wedderburn,"CollateralContracts"[1959]

C.LJ.,58.参 照 。

59}Law.Com.No.X54,supra.

60)Ibid.para.2.7.

61)Wedderburn,op.cit.P.62.

62)Ibid.同 所 にお ける、GillespieBros.v.Cheney,Eggar&Co.[1896]2Q.B.59,62.

の ラ ッセ ル卿(LordRussellofKillowen.C.J.)の 判 決 の引用 。

63)G.H.Treitel,op.czt.,pp.193-195.

64)合 意 につ いての客観 テス トとは、 同教授 に よれ ば、 申 し込 みが承諾 され る こ とに よって

申 し込 み において表示 され た条項 が 当事者 間 で拘 束力 を有す る ことにな るが、 申込 者 に よ
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悪 意で あれ ば申 し込 みは効 力 を有 さない。 申込者 の心理状 態 につ いて承 諾者 が何 らの見解
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も有 さない場合 、っ ま り意思 を有 してい るかいな いかにつ いて特 に考 えて いなか った場合

につ いて は見解 が分 かれて い るが、客 観 テス トの 目的が相手 の表 示 を信頼 して行 動 した こ

とに よる損害 を回避 す る こ とで あ るか ら、被表 示者 に よ る積極 的 な信頼 が ない、 この よ う

な場 合 に は1当 該表 示 は無効 で あ る とされ る(Ibid.,Ap.8--9.)。

65)Ibid.,p.200.

66)こ の 「準則 」 の 目的 として、一般 的 に契約 の確 実性 が あげ られて い る。 た とえば、Kim
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則 の正 当化 の根拠 として、本準則 の適 用が両 当事者 の合 意 に効果 を与 える ことにな るこ と、
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そ うで なけれ ぼ契約 書 を作成 す る意 味が ない とい うことであ るが 、実 際 には常 に両 当事者

が すべて の条 項 を契約書 に記載 す る とは限 らないので あ るか ら、 これ は充分 に説得力 の あ

る根 拠 とはな らな いで あろ う。 また、 後者 にっ いて は、 ワー キ ングペ ーパ ー 自体 の 中で、

民事訴 訟 が、通常 、陪審 に よって事 実関係 を審理 されて いた時代 に よ り重要 性 を もった根

拠 で あ る ことが述 べ られてい る。 したが って、陪 審が用 い られ ない ことが普通 にな った現

在 において は、や は り決定 的 な正 当化 の根 拠 にはな らないで あ ろ う。LawCom.Working

PaperNo.70,supra,para.22,23.

67)LawCom.WorkingPaperNo.70,supra,para.26,Treitel,op.cit.,p.193.

68)1984年 頃 まで の学説 の変遷 お よび判例等 にっ いて、野村豊 弘 「法律 行為 の解釈 」星野英

一他 編 ・民法講座1
、有斐 閣(1984年)参 照 。

69)ほ とん どの民法 総則 の教 科書 にお いて、契約 自由 の原則 の一 内容 として契約方式 の 自由

を あげ、 現在 のわが国 にお け る契約 の大 部分が諾成 契約 で あって、契約書 に よらな くて も

成 立す る ことが述 べ られて い るが、契約 書 とともに口頭 の表示等 も存 在 す る場合 に、 口頭

の表示等 が契約 内容 とな るの か ど うか につ いて は論 じられて いな い。契約 の方式 が 自由な

ので あ るか ら、 契約書 が存 在 しよ うとも、 同時 に口頭 の合 意が あれ ばそれ も また契約 内容

とな る こ とは自明で あ るとい う ことで あ ろうか。 そ うした趣 旨 を述 べ るもの として、山本 ・

前 掲論文 、82頁 、沖野 眞 己 「『消 費者契約 法(仮 称)』 の一検 討(5)」NBLNo.656、54頁 。

70)民 訴228条4項 に よ り、契約 書 は本 人 また はその代理 人 の署名 また は押 印が あれ ば真 正

に成 立 した もので あ るこ とが推 定 され る。処分証 書 の場 合 には、 この推 定 に基づ いて、 さ

らに、 その記載 内容で あ る契約成 立 の事 実が認 め られ るこ とにな る とい うのが 、民事訴訟

法 の教科書 等にお ける一般的 な説 明で ある。新堂幸 司 『新 民事訴訟法 第2版 』弘文堂(2001

年)542頁 、上 田徹 一郎 『民事訴訟 法 第4版 』法学書院(2004年)403頁 、高橋 宏志 『重

点講義 民事訴 訟法 下』有斐 閣(2004年)114頁 、伊 藤眞 『民事訴訟法 第3版 』有斐

閣(2004年)、365、366頁 な ど。 ただ し、実 際 に提 出 され た契 約書が処分 証書 といえ るの

か どうか、 つ ま り、 それが偽造 され た もの でな いか どうか な どを判断 す るた め には、 当該

文 書 の記 載 内容 の真 実性 の判 断 が先行 す る とい う指摘 もあ る。 賀集 ・前 掲論 文、16頁 。

71)契 約書 が真正 に成立 した こ とが認 め られ る場 合 に、契 約書 以外 の合 意 を排 除す る効果 が
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あるとい うことが明確に述べ られているわけではないが、た とえば、賀集 ・前掲論文 にお

いて も、 「…その文書によって法律行為が行われた ことが認 め られ ると…他 に真実 の法律

行為 というものが存在す る余地 はない。」 とされているところか ら、契約書外 における合

意 とい うことが考え られているとは思 えないのである。 また、大村敦志教授 は 『消費者法

第2版 』有斐閣(2003年)67、68頁 において、契約書 が存在する場合 に消費者が契約書

に書かれていない自己の期待を契約内容 として主張するためには、契約書の存在 を否定 し

た上で、 どの ような契約がなされたのかを主張 しなければな らない、 と述べ られてお り、

契約書の存在 と共に契約書外の合意の存在 を認定す ることは全 く考 えられていないようで

ある。ただ し、 これが処分証書の証拠力 としてaめ られ る結論 なのか どうか明 らかではな

い。 また、同書の別の箇所 においては、 目的物の性質 に対する消費者 の期待が契約内容 と

なる場合があることを認め られ、消費者契約においてはなるべ く消費者の期待 を契約内容

として取 り込む解釈 をすべきであるとも述べ られている(同 、152頁 ～157頁)。 一方、た

とえ処分証書であっても、証書外でなされた合意の効果を認めるべ きである とする見解 も

ある。滝沢昌彦 『契約成立プロセスの研究』有斐閣(2003年)、241頁 。後注84参 照。

72)大 判大6・2・24民 録23輯284頁 。馬の売買 において、 「…売買馬匹が年齢13歳 にし

て且現 に受胎 し居 り其来歴上良馬を産すぺ し…」 との売主の言が事実 に反 していた として

買主が錯誤による売買の無効を求め認容 された著名な事例。 このような認識 は現在 で も変

わっていない ように思われ る。た とえぼ、下級審の判決であるが、大阪地判昭56・9・21

判 タ465号153頁 では、被告が脱毛機 を販売するに際 し、 「本件機械 を指示された使用方

法に従 って相当期間使用すれば永久脱毛が可能であ り本件機械 はそのような性能 を有す る

ものであると表示 しかつ これを保証」 した ところ、原告が これ を信 じて 「永久脱毛機」を

買い受 けたが、実際にはその機械 に表示 された とお りの性能がなかった、 という事実関係

の もとで、原告の錯誤による契約の無効が認められて いる。原告側は併せて暇疵担保責任

に基づ く契約の解除 ・損害賠償の請求 もしていたが、錯誤による無効が認め られる場合に

は蝦疵担保責任の規定が排除 されるとい う判例に したがって、 この請求は棄却 された。 こ

の事件 においては、 目的物が一定の性能を有することを売主が 「表示 しかつ これを保証」

して販売 した ことを認定 しなが ら、当該機械がそのような性能 を有すべきことが債務の内

容であ り、その不履行があった とい うとらえ方はなされておらず、あ くまで売主の表示 を

信 じたが それが事実 と異なっていたのであるか ら買主に錯誤が あった と考え られたのであ

る(も っ とも、当事者がそ もそも当該表示 を契約内容 としてで はな く、錯誤 を基礎づ ける

事情 として主張 しているのであれば裁判所 としてもそのような主張の線 に沿って判断する

ことにな らざるをえないが)。 また、東京地判平2・6・26判 タ743号190頁 では、海浜

の リゾー トマンシ ョンの売買 において、建築 ・不動産販売業者である被告の社員によ り当

該マンシ ョンがその地区において最後 の高層 リゾー トマンションであ り、その町において

は町の条例 によ り今後4階 以上の リゾー トマンシ ョンが建て られな くなった旨の説明を受

け、原告買主がその説明を信 じてマンシ ョンを購入 した ところ、そのような条例 はな く、

当該マンシ ョンの東南方 向に地上14階 塔屋2階 建ての リゾー トマンシ ョンが建設 されて

原告 らの購入 したマンシ ョンの 日照 ・眺望が大幅 に損なわれた とい う事実関係 に基づ き、

原告が錯誤 による契約 の無効、詐欺による取消 とともに当該マ ンシ ョンの 日照 ・眺望 につ

いての被告 による保証違反を理由 として売買代金の返還 を請求 した(予 備的に不法行為 に
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基づ く損害賠償 も請求 してい る)。 これに対 して判決 は、原告の請求を棄却 したが、特 に

被告の社員の説明を原告が信 じた点については錯誤が認め られ るとしつつも、 これは動機

の錯誤であって、 この点 を原告か ら被告 に対 して表示 していない以上、被告が これを認識

で きた とは認 め られない としてお り、 また、被告による保証 に関 しては、「…[被 告の]

社員 らが前記説明をしたことをもって、直ちに、売買契約の一方当事者である売主 として

の立場で被告が、本件マンシ ョンの性状 を保証する意思 を表明 した と解することができな

いのは勿論のこと(発 言内容に関 して右社員 らが被告か ら与えられている権限の問題が吟

味されな くてはならないか ら。)被 告にはそもそもかかる性状 に関 して保証 を成 しうる能

力がない し、 このことは被告 自身充分 に認識 しているはずであるか ら、特段 の事情がない

限 り、被告が このような保証 をする(ま たは、その権限を[被 告の]社 員に授与する)と

は認めがたい」 とした。 このケースでは、被告側 の説明が事実 と異なっていたことお よび

その説明を原告が信 じた ことを錯誤 として とらえてはいるが、その説明を被告による保証

として債務内容 とすることは認めていない。 その理由 としては、上に引用 した とお り、被

告の社員 に保証 をする権限があったかどうか不明であること、並 びにそもそも被告にその

ような保証をす る能力がなかった ことという、もっぱら被告側すなわち事実 と異なる説明

をした側 の事情をあげてお り、その説明を原告が どう受 け取ったか、 とい うことは問題 と

されていないのである。 このような判決を見 ると、契約書外でなされたこの ような表示が

債務の内容を構成す るもの として認定 され るのは、かな り困難であるように思われる。

73)我 妻栄 『新訂 民法総則』岩波書店(1965年)、295-297頁 。同書では、た とえば、受

胎 している良馬 と誤信 して駄馬を買 った場合 は動機の錯誤であ り問題 とな らないが、 この

動機 が表示 され受胎 している良馬 としての売買であるときは、錯誤 となるとい う。 このよ

うな理解 は現在 において も大 き く異な らないで あろう。

74)当 事者 の表示 した ところを債務 内容 として債務不履行 による処理 もあ り得 ることを示す

もの として、中松櫻子 「錯誤」星野英一他編 ・民法講座1、 有斐閣(1984年)、437頁 、

がある。 また、 この問題 の根底 には、暇疵担保責任における法定責任説 と債務不履行責任

説 との対立 と同様に、表示 された性状を有 さない物の給付をもって完全な債務の履行 とな

しうるのか否か についての見解の相違がある といえるだ ろう。

75>内 閣府国民生活局消費者企画課編 『逐条解説 消費者契約法[補 訂版]』 商事法務(2003

年)、71頁 。

76)た とえば、 「当セ ンターの派遣す る家庭教師は東大生です」 と勧誘 されたが派遣 された

家庭教師が東京大学ではな く、東京○○大学の学生だった、 という場合が不実告知に当た

るとされてお り(同 書、73頁)、 必ず しも本文で述べた ような基準で判断されてはいない

ようで もある。 この場合には、東京大学の学生を家庭教師 として派遣す ることが債務の内

容である ともいえそうだか らである。

77)も ちろん、特別法によって大幅に契約内容が規制 され、契約自由の原則がかな りの程度

の修正 を受 けているような契約類型については必ず しもこのようにい うことはで きない。

78)こ れ らの理論については、た とえば、山本敬三 「民法における 『合意の暇疵』論の展開

とその検討」、棚瀬孝雄編 『契約法理 と契約慣行』弘文堂(1999年)149頁 以下、参照。

79)も ちろん、 これ までに、た とえば特定商取 引法な どの特別法により消費者の救済が図 ら

れてきたことはいうまで もないが、消費者契約法立法の背景 には、民法の諸制度による救
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済の困難さ と共 に、 こうした個別法 による救済の不十分 さもあった ことが指摘 されている。

前掲 『逐条解説 消費者契約法[補 訂版]』4、5頁 。

80)表 示者側 に過失があると考 えられる場合 には不法行為 による損害賠償 という救済 もあ り

うるが、現実には困難 な場合 が多いであろう。

8D消 費者契約法に対す る批判的見解 について、拙稿 「消費者契約法の比較法的検討(一)」

創価法学第31巻1・2合 併号(2001年)lll頁 、118頁 以下参照。

82)前 注69参 照。

83)一 般に、民事訴訟法の教科書 ・体系書において、処分証書の成立が認め られ ると、 そこ

に記載 された法律行為が証書の作成者により行われた ことが認 められ ることになる とい う

説明がなされているが、それ以上 に、他の法律行為の存在 を排除す る効果があるとは述べ

られていない。前注70所 掲 の各文献参照。 この場合 にも、証書記載の法律行為 の存在が

認め られ る以上、少な くともその記載内容 と矛盾す る口頭の合意の存在 を立証 し、かつ、

その効力を証書記載の法律行為の効力に優先させ ることはできない、 と解釈す る余地はあ

ろう。 しか し、処分証書であるとい う一事 をもって、そこまでの効力 を認め るべ きかは疑

問であ り、む しろ、他 の証拠 もあわせて、契約内容を認定すべ きで はなか ろうか。

84)前 注71で あげた滝沢 ・前掲書241頁 は、 ドイツのオツ トー ・ベール(OttoBahr)の 論

文を素材 にした第三部第一章 の議論の中で次 のように述べている。すなわち、 「処分証書

の場合 には証書以外の意思 を問題 とす る余地 はない という理論 は手形等にっいてなら説得

力があるが、 しか し、契約書にっいては問題がないわけではない。特 に要式行為 とされな

い限 りは書面 も口頭の会話 も表示 としての価値 に理論的な差 はないので、いかに真正 に成

立 した契約書であって も口頭 の特約等によって内容が変更(場 合 によっては否定)さ れて

いる可能性 を否定することはで きないはずなのである。書面の方が証拠 としての確実性が

高いことは当然であ り書面を重視す ることは実務家 としては健全 な 『常識』で あろうが、

契約書が処分証書である として も、だか ら証書以外の意思が問題 とな らない と断定するの

は理論的 には誤 りである。」

85)山 本 ・前掲論文83頁 では、契約書外の合意の認定に伴 う困難 の理由 として、確定的な

意思表示の必要性 と契約内容が当該契約類型の枠組みにしたがって確定 され ることとをあ

げている。本文にあげたのが前者の問題であることはい うまで もない。後者 の問題 につい

てはここでは特に取 り上げない。 これは契約の性質決定 によって、その本質 と相容れない

ような内容の合意 は認定されない とい うことを述べるものであるが、 わが国 においては、

特 に投資勧誘における事業者 による断定的判断の提供 とい う場面で問題 とされるか らであ

る。また、 このような考え方は契約内容の本質に反する条項の効力を否認す る方向で機能

する と考 え られ るので、必ず しも不当な結論 をもた らす とはいえない と思われ る。

86)た とえば、山本敬三 『民法講義1総 則』有斐閣(2001年)217頁 。

87>心 裡留保の説明においては、一般 に、真意 と表示が一致 していない ことを表意者が知 り

なが らする意思表示であ り、例 としてあげ られているのは主 に契約締結の本体的意思表示

についてのものである。 しか し、心裡留保の規定が契約締結の本体的意思表示 に限定 して

適用 され るべき理由は見いだ しがた く、個々の契約条項 についての表示 にも適用 されてよ

い と思われ る。 また、表意者が明確 に真意 と異なることを意識 していない場合、93条 を適

用 して処理することが可能か どうか問題があるが、明確 な意思をもたない場合 も、相手方
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の信頼 保 護 が同規 定 の根拠 で あ る以上、 そ こに含 まれ る と考 えて よいので は ないか。

88)も ちろん、個々 の状況 に応 じて、 いず れの 内容 が信頼 されて契約 が締結 されたか を判断

すぺ き こ とはい うまで もない。

89)た とえば、ユ ニ ドロワ国際商事 契約原則 には、 契約書が 両当事者 の合意 内容 を完全 に具

現 して い る旨の条項 を含 む場 合 に は、 当該契約書 の内容 を以前 の表示 ない し合意 に よ り変

更 また は補 充で きな い とす る規定 や(Article2.17)、 契約書 が合意 に よ り修 正 され または

終 了 させ られ るには書面 に よ るこ とを要 す るとす る条項 を含 む場 合 には、 それ以 外の方法

で修 正 され また は終 了 させ られ えな い とす る規 定(Article2.18)が あるが、 これ らは特別

な条 項 が契約書 に含 まれて いない場合 に は、契約 書外 の表示 に よって その内容 の変 更等 が

な され うる こ とを前提 として い る。MichaelJoachimBonell,AnInternational

RestatementofContractLaw,2nded.,TransnationalPublishers,Inc.(1997).ま た、

ヨー ロ ッパ契約法原則 で は、これ らと同様 の規定 をおいてい るほか(Article2:107,2:108)、

よ り直 接的 に、契約締 結前 に一 方 当事者 に よって な され た言明 は、当該 の状況 にお いて相

手方が それ を契約上 の債務 を生 ぜ しめ る もの と理 解 す る ことが合 理的 であ る場合 には、 そ

の よ うに扱 われ る とす る規定 もあ る(Article6:101>。01eLandoandHughBeale,

PrinciplesofEuropeanContractLaw,KluwerLawInternational(2000).


